
    ア　省エネルギー対策の支援

    （ア）次世代自動車普及促進事業

　 Ⅴ２Ｈ充放電設備※１ を事業所に設置する事業者に対し補助金を交付

 　補助額：上限　 20 万円（補助率：国庫補助後の残額に対して1/3）

※１ Ⅴ２Ｈ充放電設備

    （イ）市内産農畜産物の生産振興事業

   補助額：上限　150万円（補助対象経費の1/2 以内）

※２ 農業用施設

　 　 作物を栽培するビニールハウスや家畜を飼養する畜舎等

補正前の額 補正額 計

Ａ Ｂ Ａ＋Ｂ 国県支出金 市債 その他 一般財源

８款　環境創造費 36,363,943 32,000 36,395,943 0 0 0 32,000
３項　環境保全費 418,950 2,000 420,950 0 0 0 2,000

１目　環境保全事業費 418,950 2,000 420,950 0 0 0 2,000
29,322 2,000 31,322 0 0 0 2,000

４項　環境活動推進費 876,547 30,000 906,547 0 0 0 30,000
３目　農業振興費 111,040 30,000 141,040 0 0 0 30,000

22,613 30,000 52,613 0 0 0 30,000うち市内産農畜産物の生産振興事業

【補正後の予算額等】 （単位：千円）

款　　項　　目
歳入（補正額の財源）

うち次世代自動車普及促進事業

※３ 省エネルギー化に寄与する農業用設備等

　 　 燃油使用量削減につながる、施設内の温度を効率よく管理する機器

  　（保温カーテン、ヒートポンプ、循環扇など）

１　一般会計 歳入歳出補正予算（予算議案39頁、41頁、予算説明書48頁）

市第26号議案　令和４年度 横浜市一般会計補正予算(第２号)（関係部分）

200万円

3,000万円

      Ⅴ２Ｈは‟Vehicle to Home”の略称。充放電設備を設置することにより、
    ＥＶ等に搭載された電池から家庭に電力を供給することが可能

（１) 原油価格・物価高騰を踏まえた経済支援の実施

 　農業用施設※２において、省エネルギー化に寄与する農業用設備等※３

 

を設置する農業者に対し補助金を交付
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